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(57)【要約】
【課題】撮像装置において、所有者や許可された者のみ
が撮影できるセキュリティ機能を備える。
【解決手段】デジタルカメラ１０は主撮像部３１，副撮
像部３２を備え、電源ボタン１５が押圧され電源がオン
になると、副撮像部３２により撮影者の顔が撮影される
。顔照合回路６４は、ＥＥＰＲＯＭ６７に予め登録され
た使用許可者の顔画像と照合し、顔検出回路６３によっ
て検出された撮影者の顔画像が使用許可者の顔画像と一
致するか否かを判定する。両者が一致している場合、Ｃ
ＰＵ４５の指令によって、全ての操作が許可され、撮影
可能となる。両者が一致しない場合、ＣＰＵ４５の指令
によって、警告がＬＣＤ２４に表示された後、電源が強
制的にオフにされる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体の前方へ向けて設けられた第１撮影レンズを備え、前記装置本体の前方を撮影
する主撮像部と、
　前記装置本体の少なくとも後方へ向けられるように設けられた第２撮影レンズを備え、
前記装置本体の少なくとも後方を撮影する副撮像部と、
　前記撮影者の少なくとも顔画像が予め登録された記憶手段と、
　前記副撮像部によって撮像された撮影者の顔画像と前記記憶手段に予め登録された撮影
者の顔画像とを比較し、両者が一致した場合のみに主撮像部による撮影を許可する制御手
段と
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記副撮像部によって撮像された撮影者の顔画像と前記記憶手段に予
め登録された撮影者の顔画像とを比較し、両者が一致しない場合、装置の電源をオフにす
ることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記記憶手段に予め登録された顔画像は互いに異なる複数の撮影者の顔画像であるとと
もに、登録された撮影者の顔画像には、前記撮影者の固有情報が添付され、前記制御手段
は、前記主撮像部の撮像操作が許可された撮影者の固有情報を許可日時と一緒に記憶手段
に記憶することを特徴とする請求項１または２記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記固有情報に、前記撮影者が設定した撮影条件のカスタム設定データが含まれている
場合、前記制御手段は、前記撮像操作が許可された撮影者のカスタム設定データに基づい
て、撮影条件の設定を行なうことを特徴とする請求項３記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記固有情報に、前記撮影者の特定の動作データが含まれている場合、前記制御手段は
、前記副撮像部によって撮像された撮影者の動作が、前記特定の動作データの動作に一致
したタイミングで、前記特定の動作データに対応した所定のシーケンスを実行することを
特徴とする請求項３または４記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第２撮影レンズは、前記装置本体の前方へ向けられた位置と後方へ向けられた位置
との間で回動自在に設けられていることを特徴とする請求項１ないし５いずれか１項記載
の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般の被写体の他に撮影者自身の顔も同時に撮影できる撮像装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　主撮像手段，副撮像手段を備え、同時に２つの画像を撮像するカメラ一体型ビデオレコ
ーダ（特許文献１）や画像記録装置（特許文献２）が知られている。主撮像手段が生成す
る主画像は、撮影者により任意選択された撮影対象を撮影した画像データとなる。一方、
副撮像手段は、撮影レンズを本体部の後方向に向けて取り付けられており、副撮像手段が
生成する副画像は、撮影者の容姿（例えば、顔面の表情も含まれる）を撮像した画像デー
タとなる。各画像データは、それぞれ別々の媒体（ビデオテープとメモリカード）に記録
される。各画像データには、同一のタイムコードが付されているので、撮像終了後、主画
像の一隅に副画像をはめ込む画像合成が行なわれる。
【０００３】
　一方、近年、「FaceTime」（登録商標）や「SKYPE（スカイプ）」（登録商標）が登場
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し、上述したような主，副画像を同時に撮影して画像合成を行なうことが、一部の携帯電
話で可能になり、普及の兆しを見せている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２４４５８７号公報
【特許文献２】特開２００６－２０３３３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯電話は、紛失した場合、他人によって、簡単に使用される危険性がある。特に、上
記のような主，副画像を撮影可能な携帯電話では、所有者等の顔画像が記録されているた
め、紛失した場合のリスクが一般の携帯電話以上に高いという欠点がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、所有者や許可された者のみが撮影で
きるセキュリティ機能を備えた撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の撮像装置は、装置本体の前方へ向けて設けられた第１撮影レンズを備え、前記
装置本体の前方を撮影する主撮像部と、前記装置本体の少なくとも後方へ向けられるよう
に設けられた第２撮影レンズを備え、前記装置本体の少なくとも後方を撮影する副撮像部
と、前記撮影者の少なくとも顔画像が予め登録された記憶手段と、前記副撮像部によって
撮像された撮影者の顔画像と前記記憶手段に予め登録された撮影者の顔画像とを比較し、
両者が一致した場合のみに主撮像部による撮影を許可する制御手段とを備えたことを特徴
とする。
【０００８】
　前記制御手段は、前記副撮像部によって撮像された撮影者の顔画像と前記記憶手段に予
め登録された撮影者の顔画像とを比較し、両者が一致しない場合、装置の電源をオフにす
ることが好ましい。
【０００９】
　前記記憶手段に予め登録された顔画像は互いに異なる複数の撮影者の顔画像であるとと
もに、登録された撮影者の顔画像には、前記撮影者の固有情報が添付され、前記制御手段
は、前記主撮像部の撮像操作が許可された撮影者の固有情報を許可日時と一緒に記憶手段
に記憶することが好ましい。
【００１０】
　前記固有情報に、前記撮影者が設定した撮影条件のカスタム設定データが含まれている
場合、前記制御手段は、前記撮像操作が許可された撮影者のカスタム設定データに基づい
て、撮影条件の設定を行なうことが好ましい。
【００１１】
　前記固有情報に、前記撮影者の特定の動作データが含まれている場合、前記制御手段は
、前記副撮像部によって撮像された撮影者の動作が、前記特定の動作データの動作に一致
したタイミングで、前記特定の動作データに対応した所定のシーケンスを実行することが
好ましい。
【００１２】
　前記第２撮影レンズは、前記装置本体の前方へ向けられた位置と後方へ向けられた位置
との間で回動自在に設けられていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の撮像装置によれば、副撮像部によって撮像された撮影者の顔画像と記憶手段に
予め登録された撮影者の顔画像とを比較し、両者が一致した場合のみに主撮像部の撮像操
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作を許可する制御手段とを備えたので、所有者や許可された者のみが撮影できる。
【００１４】
　副撮像部によって撮像された撮影者の顔画像と記憶手段に予め登録された撮影者の顔画
像とを比較し、両者が一致しない場合、装置の電源をオフにするので、所有者や許可され
た者以外の不審な者に使用されることが防止できる。
【００１５】
　主撮像部の撮像操作が許可された撮影者の固有情報を許可日時と一緒に記憶手段に記憶
するので、装置の使用履歴が残され、誰がいつ使用したのかが分かる。これにより、撮影
画像が誰によって撮影されたものか分かるので、画像の整理等に役に立つ。
【００１６】
　撮影者のカスタム設定データに基づいて撮影条件が設定されるので、撮影者が変わる毎
に好みの撮影条件にわざわざ設定し直す必要がなく、撮影者が変わってもその撮影者の好
みの撮影条件で素早く撮影することができる。
【００１７】
　撮影者の固有情報に撮影者の特定の動作データが含まれている場合、撮影者の動作が特
定の動作データの動作に一致したタイミングで、特定の動作データに対応した所定のシー
ケンスが実行されるので、手で直接的に操作しなくても、デジタルカメラの所定のシーケ
ンスを実行することができる。例えば、撮影者の固有情報に顔画像の特定の動作データが
含まれている場合、撮影者の顔画像の動作が特定の動作に一致したタイミングで、少なく
とも主撮像部の撮像動作が自動的に実行されるので、手が使えない状況下でも撮影するこ
とができる。このため、手が不自由な障害者でも撮影することができる。また、特定の動
作として、「手の動作」を用いることもできる。例えば、グーでフォーカスし、パーでシ
ャッタレリーズしたり、指の数を３，２，１，と変化させると、次の瞬間にシャッタレリ
ーズされるなど、あらかじめ登録された動作が副撮像部により検出され一致した時に、予
め登録された対応したシーケンスが実行されるようにできる。
【００１８】
　副撮像部の第２撮影レンズを装置本体の前方へ向けられた位置と後方へ向けられた位置
との間で回動自在に設けたので、第２撮影レンズを装置本体の前方へ向けることにより、
主撮像部と同時に副撮像部でも装置本体の前方を撮影することができる。主撮像部の第１
撮影レンズと副撮像部の第２撮影レンズとを互いに異なる画角に設定してあれば、装置本
体前方の同じ被写体を同時に異なる画角で撮影することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態であるデジタルカメラの外観を前面側から示す斜視図である。
【図２】副撮像ユニットのレンズ鏡筒がカメラ本体の前方に向けられたデジタルカメラの
外観を前面側から示す斜視図である。
【図３】デジタルカメラの外観を背面側から示す斜視図である。
【図４】デジタルカメラの主な電気的構成を示すブロック図である。
【図５】デジタルカメラの主なシーケンスを示すフローチャートである。
【図６】撮影者の顔画像の動作データの例を示す説明図である。
【図７】主被写体画像に撮影者の顔画像を合成した合成画像の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の撮像装置の実施形態であるデジタルカメラ１０は、二つの撮像部である主撮像
部３１，副撮像部３２（図４参照）を備え、二つの画像を合成して表示、記録できるとと
もに、副撮像部３２によって撮影者を撮影することにより、撮影者がデジタルカメラ１０
の所有者や所有者によって使用が許可された者（以下、所有者を含めて使用許可者という
）であるのか、デジタルカメラ１０を不正に取得するなどして許可無く使用しようとして
いる者（以下、使用不許可者という）であるのかを判別し、使用不許可者の場合には、警
告が表示された後、操作できないようにデジタルカメラ１０の電源を強制的にオフにする
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セキュリティ機能を備えている。
【００２１】
　図１に示すように、デジタルカメラ１０のカメラ本体１１の前面には、主撮像部３１の
撮像光学系が組み込まれたレンズ鏡筒１２の他、フラッシュ発光部１４が設けられている
。カメラ本体１１の上部には、デジタルカメラ１０の電源をオン／オフする電源ボタン１
５、シャッタレリーズ操作に用いられるシャッタボタン１６、そして、副撮像部３２が内
蔵された四角柱形状の副撮像ユニット１７が設けられている。
【００２２】
　副撮像ユニット１７は、カメラ本体１１の長手方向に設けられた回転軸（図示せず）の
周りに１８０度の角度範囲で回動自在に取り付けられている。副撮像ユニット１７の一端
面には、副撮像部３２の撮像光学系が組み込まれたレンズ鏡筒１８が僅かに突出して設け
られ、副撮像ユニット１７の回転角度によって、レンズ鏡筒１８が撮影者側や、レンズ鏡
筒１２と同じ主被写体側（図２参照）に向けられる。
【００２３】
　デジタルカメラ１０のセキュリティ機能が有効に機能するためには、少なくとも電源を
オフからオンにするために電源ボタン１５を押圧操作する直前には、副撮像ユニット１７
のレンズ鏡筒１８が撮影者側に向いている必要がある。このため、デジタルカメラ１０の
電源をオンからオフにするために電源ボタン１５を押圧すると、電源が即座にオフにされ
るのではなく、レンズ鏡筒１８が撮影者側に向いているか、副撮像ユニット１７の位置が
センサやマイクロスイッチ等（図示せず）によりチェックされ、レンズ鏡筒１８が撮影者
側に向いていない場合には、撮像ユニット１７の向きを直すよう警告が後述するＬＣＤ２
４に表示され、電源はオフにならない。
【００２４】
　主被写体とは、カメラ本体１１の前方に存在し、主に主撮像部３１によって撮影される
撮影者自身以外の被写体を意味し、特定の人物や物や風景を指す文言ではない。なお、図
２に示すように、副撮像ユニット１７のレンズ鏡筒１８がカメラ本体１１の前方に向けら
れた場合、主被写体は副撮像ユニット１７によっても撮影される。
【００２５】
　レンズ鏡筒１２は沈胴式になっており、デジタルカメラ１０が電源オフ状態にある際に
、デジタルカメラ１０の前面に設けられた鏡筒収納部１９内に収納され、電源オンととも
にデジタルカメラ１０の前面から突出して、広角端で停止する。また、カメラ本体１１の
背面に設けられたズーム操作ボタン２０（図３参照）の操作によって、レンズ鏡筒１２が
前進及び後退してズーム倍率が変更される。
【００２６】
　カメラ本体１１の背面側を示す図３において、ズーム操作ボタン２０と副撮像ユニット
１７との間には、モード設定ボタン２２が配設されている。モード設定ボタン２２は、凸
状のつまみを左右に移動させることにより、副撮像ユニット１７で撮影するか否か（副撮
像部３２を用いて撮影するか否か）を切り替える。つまり、モード設定ボタン２２は、副
撮像部３２を使用せずに主撮像部３１のみで撮影する通常撮影モードか、主撮像部３１と
同期して副撮像部３２でも撮影を行ない合成画像を作成する合成撮影モードかのいずれか
を選択する。なお、主撮像部３１を使用せずに副撮像部３２だけを使用するモードも理論
上は可能であるが、実用上使用される可能性が低いため、本実施形態では用意されていな
い。
【００２７】
　副撮像ユニット１７のモード設定ボタン２２と反対側の側方には、副撮像ユニット１７
によって撮影者が撮影される際に補助光を発光する白色ＬＥＤ２３が配設されている。白
色ＬＥＤ２３の下方には、タッチパネル方式のＬＣＤ（液晶ディスプレイ）２４が設けら
れ、その側方には、上方から動画ボタン２５，メニューボタン２６，再生ボタン２７，及
びコントローラホイール２８が配設されている。コントローラホイール２８を回すと、メ
ニューの項目を選んだり画像の切り換えなどができ、撮影モードや再生モードでは、指を
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のせたホイールの位置に割り当てられた機能が表示される。また、コントローラホイール
２８は、後述する画像の合成時に、嵌め込む画像の位置を変更するのにも使用される。
【００２８】
　図４に示すように、主撮像部３１は、レンズ鏡筒１２、繰出しモータ３３、フォーカス
モータ３４、モータドライバ３５、撮像素子であるＣＭＯＳイメージセンサ３６、タイミ
ングジェネレータ（以下、ＴＧと略す）３７、デジタル信号処理回路（以下、ＤＳＰとい
う）３８、デジタル画像処理回路（以下、ＤＩＰという）３９で構成される。
【００２９】
　レンズ鏡筒１２には、撮像光学系（第１撮影レンズ）としてズームレンズ４１、フォー
カスレンズ４２、絞り４３が組み込まれている。レンズ鏡筒１２の撮影位置への繰出しと
、収納位置への沈胴は、繰出しモータ３３の駆動によって行われる。ズームレンズ４１及
びフォーカスレンズ４２の光軸方向への進退移動は、フォーカスモータ３４の駆動によっ
て行われる。各モータ３３，３４は、モータドライバ３５に接続されている。モータドラ
イバ３５は、デジタルカメラ１０を統括的に制御するＣＰＵ４５に接続されており、ＣＰ
Ｕ４５からの制御信号に応じて各モータ３３，３４を駆動させる。
【００３０】
　レンズ鏡筒１２の背後には、ＣＭＯＳイメージセンサ３６が配置されている。レンズ鏡
筒１２の撮像光学系は、ＣＭＯＳイメージセンサ３６の受光面に被写体像を結像させる。
ＣＭＯＳイメージセンサ３６は、ＴＧ３７に接続されている。ＴＧ３７は、ＣＰＵ４５に
接続されており、ＣＰＵ４５の制御の下、タイミング信号（クロックパルス）をＣＭＯＳ
イメージセンサ３６に入力する。ＣＭＯＳイメージセンサ３６は、このタイミング信号に
応じて受光面に結像された被写体像の撮像を行い、被写体像に対応した撮像信号を出力す
る。
【００３１】
　ＣＭＯＳイメージセンサ３６から出力された撮像信号は、ＤＳＰ３８に入力される。Ｄ
ＳＰ３８は、ＣＭＯＳイメージセンサ３６から入力される撮像信号に対して、色分離、色
補間、ゲイン補正、ホワイトバランス調整、ガンマ補正等の各種信号処理を施し、画像デ
ータを生成する。ＤＳＰ３８で生成された画像データは、ＤＩＰ３９の作業メモリに入力
される。ＤＩＰ３９は、ＤＳＰ３８で生成された画像データに対して、電子変倍、色強調
処理、エッジ強調処理等の各種画像処理を施す。ＤＩＰ３９で各種画像処理が施された画
像データは、主画像データとして画像メモリ４６に一時的に蓄積される。
【００３２】
　副撮像部３２は、レンズ鏡筒１８、撮像素子であるＣＭＯＳイメージセンサ４７、ＴＧ
４８、ＤＳＰ４９、ＤＩＰ５０で構成される。レンズ鏡筒１８の撮影光学系（第２撮影レ
ンズ）は、被写界深度が深い広角系の固定焦点の撮影レンズ５１である。撮影レンズ５１
の焦点距離は、撮影者がカメラ本体１１を把持した状態で、撮影者の顔が前後に多少移動
しても撮影者の顔にピントが合うように決められている。ＣＭＯＳイメージセンサ４７に
よって撮像され、ＤＳＰ４９、ＤＩＰ５０から出力された画像データは、副画像データと
して画像メモリ５２に一時的に蓄積される。
【００３３】
　画像メモリ４６，５２は、データバス５３を介してＣＰＵ４５に接続されている。同様
に、ＣＰＵ４５には、データバス５３を介して、画像合成回路５４、ＳＤＲＡＭ５５、液
晶ドライバ５６、メディアコントローラ５７、ＡＥ／ＡＷＢ検出回路６１、ＡＦ検出回路
６２、顔検出回路６３、顔照合回路６４、及び切り取りパターン用メモリ６６が接続され
ている。
【００３４】
　ＣＰＵ４５には、電源ボタン１５、シャッタボタン１６、ズーム操作ボタン２０、モー
ド設定ボタン２２、動画ボタン２５、メニューボタン２６、再生ボタン２７、コントロー
ラホイール２８などの各操作部材が接続されている。これらの各操作部材は、ユーザによ
る操作を検出し、その検出結果をＣＰＵ４５に入力する。
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【００３５】
　ＣＰＵ４５には、ＥＥＰＲＯＭ６７、フラッシュドライバ６８、ＬＥＤドライバ６９が
接続されている。フラッシュドライバ６８にはフラッシュ発光部１２、ＬＥＤドライバ６
９には白色ＬＥＤ２３が、それぞれ接続されている。撮影者に向けられた白色ＬＥＤ２３
は、多くの場合、撮影者の顔が逆光となることから、常時発光される。白色ＬＥＤ２３の
発光光量は、副撮像部３２によって撮影された画像の明るさに応じて、ＬＥＤドライバ６
９によって随時変更される。
【００３６】
　ＥＥＰＲＯＭ６７には、デジタルカメラ１０を制御するための各種プログラムやデータ
が記憶されている。ＣＰＵ４５は、各種プログラムやデータを読み出して、各種処理を実
行する。また、ＥＥＰＲＯＭ６７には、予めデジタルカメラ１０の使用が許可された使用
許可者の顔画像が登録されている。
【００３７】
　液晶ドライバ５６は、ＣＰＵ４５からの指示に応じてＳＤＲＡＭ５５から所定の一画面
分の画像データを読み出す。そして、液晶ドライバ５６は、デジタルカメラの背面側に配
設されたＬＣＤ２４に対して、ＳＤＲＡＭ５５から読み出した一画面分の画像データに基
づくスルー画像を表示させる。
【００３８】
　メディアコントローラ５７は、ＣＰＵ４５からの指示に応じてメディアスロットに着脱
自在に装着された記録メディア５９にアクセスし、記録メディア５９に対して各一画面分
の画像データの書込みを行う。この書込みに際しては、画像データは、予め設定された圧
縮形式により圧縮される。なお、画像データは圧縮しないで記録メディア５９に書き込む
ようにしてもよい。記録メディア５９としては、各種のメモリカードが用いられる。
【００３９】
　ＡＥ／ＡＷＢ検出回路６１は、各一画面分の画像データに設定されるＡＥ検出領域の被
写体輝度を検出し、検出した被写体輝度をＣＰＵ４５に出力する。ＣＰＵ４５は、被写体
輝度に基づいて、露出量、及びホワイトバランスの適否を判断し、ＣＭＯＳイメージセン
サ３６、４７のシャッタ速度、絞り４３の絞り値を決定する。なお、ＣＭＯＳイメージセ
ンサ４７側の絞りは、レンズ鏡筒１８により決まる固定絞りであるから、露出制御は、シ
ャッタ速度のみで調整される。このように、ＡＥ／ＡＷＢ検出回路６１及びＣＰＵ４５は
、自動露出機能及びオートホワイトバランス機能を制御する。
【００４０】
　ＡＦ検出回路６２は、各一画面分の画像データに設定されるＡＦ検出領域から高周波成
分を抽出し、その高周波成分を積算したＡＦ評価値をＣＰＵ４５に出力する。ＣＰＵ４５
は、モータドライバ３５によってフォーカスモータ３４を駆動し、ＡＦ評価値が最大、す
なわちＡＦ検出領域内のコントラストが最大となる合焦位置にフォーカスレンズ４２を移
動させる。これにより、焦点をＡＦ検出領域内の被写体に合致させる。このように、ＡＦ
検出回路６２及びＣＰＵ４５は、オートフォーカス機能を制御する。
【００４１】
　顔検出回路６３は、各一画面分の画像データに基づく撮像画像から、被写体の顔画像を
それぞれ検出する。顔画像の検出には、測光値から作成した色相値と彩度値とのヒストグ
ラムを用いた方法（特開平０５－１５８１６４号公報に開示）や、肌色検出を用いた方法
（特開平０７－３０６４８３号公報に開示）などを利用する。また、パターンマッチング
を用いた技術を利用してもよい。
【００４２】
　顔検出回路６３で検出された顔画像は、ＡＥ検出領域、ＡＦ検出領域にそれぞれ割り当
てられる。顔画像が検出されない場合には、予め設定されている例えば画像中央の適当な
サイズの初期検出領域が、ＡＥ検出領域、ＡＦ検出領域にそれぞれ割り当てられる。
【００４３】
　顔照合回路６４は、副撮像部３２で撮像され画像メモリ５２に記憶された画像データか
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ら検出された顔画像と、ＥＥＰＲＯＭ６７に予め登録された使用許可者の顔画像とを比較
し、検出された顔画像が使用許可者の顔画像と一致するか否かを判定する。
【００４４】
　切り取りパターン用メモリ６６には、顔検出回路６３で検出された撮影者の顔の領域画
像を切り取る際に用いられる切り取りパターンに関するデータが保存されている。この切
り取りパターンには、例えば、矩形、楕円型、星型などがあり、ユーザーは、メニューボ
タン２６、及びコントローラホイール２８を操作することにより、所望のパターンを選択
することができる。
【００４５】
　電源ボタン１５が押圧されると、図示を省略したバッテリの電力が各部に供給され、デ
ジタルカメラ１０が起動する。そして、電源ボタン１５が再度押圧されると、電力の供給
が停止され、デジタルカメラ１０が停止状態になる。ＣＰＵ４５は、電源ボタン１５の操
作を検出すると、その操作に応じて繰出しモータ３３を駆動し、レンズ鏡筒１２の繰出し
、あるいは沈胴を行わせる。
【００４６】
　シャッタボタン１６は、二段階で押圧される。シャッタボタン１６が軽く押圧（半押し
）されると、主撮像部３１において、ＡＥ処理やＡＦ処理などの各種撮影準備処理が施さ
れる。そして、半押しされた状態からシャッタボタン１６が強く押圧（全押し）されると
、各撮像部３１，３２から出力された各画像データが画像メモリ４６，５２に記憶される
。
【００４７】
　このように構成されたデジタルカメラ１０の作用について、図５のフローチャートを参
照して説明する。なお、括弧内のｓｔ（ステップの意）１等は、図５に示すｓｔ１等に対
応する。副撮像ユニット１７は、通常、図１，図３に示すように、撮影者側にレンズ鏡筒
１８の撮影レンズ５１が向けられた位置にセットされている。電源ボタン１５が押圧され
、電源がデジタルカメラ１０に投入されると（ｓｔ１）、モード設定ボタン２２の位置に
関わらず、まず副撮像ユニット１７に内蔵された副撮像部３２が駆動される（ｓｔ２）。
副撮像部３２の駆動に同期して、白色ＬＥＤ２３が発光される。
【００４８】
　ＣＭＯＳイメージセンサ４７によって撮像された撮影者の画像データは、副画像データ
として画像メモリ５２に一旦記憶されてから、データバス５３を介して顔検出回路６３に
送られ、撮影者の顔画像が検出される（ｓｔ３）。
【００４９】
　顔検出回路６３によって検出された顔画像は、顔照合回路６４に送られる。顔照合回路
６４は、ＥＥＰＲＯＭ６７に予め登録された使用許可者の顔画像と照合し、顔検出回路６
３によって検出された顔画像が使用許可者の顔画像と一致するか否かを判定する（ｓｔ４
）。
【００５０】
　顔検出回路６３によって検出された顔画像が使用許可者のいずれの顔画像とも一致しな
い場合、ＣＰＵ４５の指令によって、ＬＣＤ２４の表示面に「操作が許可されません」等
の警告文が表示（ｓｔ６）されてから、例えば１秒経過後に、デジタルカメラ１０の電源
が強制的にオフにされる（ｓｔ７）。この強制的な電源オフの回数が連続２回までは、再
度電源ボタン１５を押圧操作すれば、電源オンになる。強制的な電源オフの回数が連続３
回に達すると（ｓｔ５）、ＣＰＵ４５の指令によって、デジタルカメラ１０の電源が強制
的にオフ（ｓｔ８）にされるだけでなく、電源ボタン１５を再度押圧操作しても電源すら
入らないロック状態にされる（ｓｔ９）。
【００５１】
　顔検出回路６３によって検出された撮影者の顔画像がＥＥＰＲＯＭ６７に登録済みの顔
画像と一致した場合、ＣＰＵ４５の指令によって、ＬＣＤ２４の表示面に「操作が許可さ
れました」等の文言が表示された後、全ての操作が許可される（ｓｔ１０）。繰出しモー
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タ３３が駆動され、レンズ鏡筒１２が収納位置から撮影位置へ繰り出される。操作が許可
された直後は、通常撮影モードに設定され、主撮像部３１の駆動が開始される。これによ
り、ＣＭＯＳイメージセンサ３６によって撮像された画像がＬＣＤ２４にスルー画表示さ
れる。
【００５２】
　操作が許可された撮影者の固有情報がＳＤＲＡＭ５５に読み込まれる（ｓｔ１１）。続
いて、撮影者の固有情報のうち少なくとも撮影者を判別可能な固有情報と許可された日時
情報とを一緒に記録としてＥＥＰＲＯＭ６７に記憶する（ｓｔ１２）。これにより、装置
の使用履歴が残され、誰がいつ使用したのかが分かる。撮影画像が誰によって撮影された
ものか分かるので、画像の整理等に役に立つ。撮影者の固有情報には、撮影者の名前や所
属の他、所望の撮影条件を設定するカスタム設定データ、シャッタレリーズ動作のトリガ
ーとされる顔画像の特定な動作データなどがある。
【００５３】
　ＳＤＲＡＭ５５に読み込まれた固有情報の中に撮影条件のカスタム設定データが含まれ
ている場合（ｓｔ１３）、ＣＰＵ４５は、撮影者のカスタム設定データに基づいて、例え
ば、撮影者の好みの色合い、ホワイトバランス、感度などを、撮影条件として設定する（
ｓｔ１４）。これにより、撮影者が変わる毎に好みの撮影条件にわざわざ設定し直す必要
がなく、撮影者が変わってもその撮影者の好みの撮影条件で素早く撮影することができる
。
【００５４】
　ＳＤＲＡＭ５５に読み込まれた固有情報の中に撮影者の顔画像の特定な動作データが含
まれている場合（ｓｔ１５）、副撮像部３２によって撮影される撮影者の顔画像が、例え
ば、図６（Ａ），（Ｂ）に示す撮影者７１の「お辞儀」のように、固有情報の中に予め登
録された顔画像の特定の動作（お辞儀）を示す画像と一致すると（ｓｔ１６）、ＣＰＵ４
５は、シャッタボタン１５の押圧操作が無くても、自動的にシャッタレリーズ動作を実行
し（ｓｔ１７）、主撮像部３１による撮影が行なわれる。このため、手が使えない状況下
でも撮影することができ、デジタルカメラ１０を予め固定しておけば、手が不自由な障害
者でも撮影することができる。
【００５５】
　撮影者７１の顔は正面を向いているのが通常であるから、撮影者７１の顔画像の特定な
動作データとは、同図（Ｂ）に示すように、撮影者７１の顔が下を向いて頭頂部が正面に
向いた状態（お辞儀をした状態）を示す画像のデータである。
【００５６】
　主撮像部３１から出力された画像データは、一旦画像メモリ４６に記憶された後、ＳＤ
ＲＡＭ５５に読み込まれ、ここから読み出されてメディアコントローラ５７によって圧縮
されて記録メディア５９に書き込まれる。なお、顔画像の特定の動作の一例として、「お
辞儀」を挙げたが、本発明はこれに限定されることなく、口を大きく開ける，顔を左右に
振る等、通常の撮影時には行なわれることが極めて稀な動作の顔画像であればよい。また
、顔画像の特定の動作によって、シャッタレリーズ動作を行なわせるようにしたが、本発
明はこれに限定されることなく、フォーカス動作，セルフタイマのスタート動作などを行
なわせるようにしてもよい。
【００５７】
　撮影者が自分自身も撮影して同じ画面に自分の顔画像を残したい場合、モード設定ボタ
ン２２を操作して合成撮影モードに設定する。これにより、副撮像部３２が駆動を開始し
、主撮像部３１のＣＭＯＳイメージセンサ３６と同期して同じ撮像タイミングでＣＭＯＳ
イメージセンサ４７が撮影者自身の撮影を行なう。主撮像部３１，副撮像部３２から同時
に出力された各画像データには、同じタイムコードが付与され、画像メモリ４６，５２に
蓄積される。
【００５８】
　ＣＰＵ４５は、同じタイムコードが付与された各画像データを画像メモリ４６，５２か
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ら読み出し、一旦ＳＤＲＡＭ５５に記憶する。顔検出回路６３は、撮影者の画像データか
ら顔を検出し、選択された切り取りパターンに従って切り取る。切り取られた顔の領域画
像の画像データと主被写体画像の画像データは、ＣＰＵ４５によって画像合成回路５４に
送られる。
【００５９】
　画像合成回路５４では、図７に示すように、切り取られた顔の領域画像７２の画像デー
タが、主被写体画像７３の画像データの周辺領域に合成され、合成画像データが生成され
る。この合成画像データは、一旦ＳＤＲＡＭ５５に保存されてから、ＣＰＵ４５によって
液晶ドライバ５６に送られることで、合成画像がＬＣＤ２４に表示される。
【００６０】
　ＬＣＤ２４はタッチパネルであるから、領域画像７２を指でタッチしてドラッグすれば
、領域画像７２をＬＣＤ２４の表示画面（主被写体画像７３）内で自由に移動させること
ができる。また、領域画像７２を２本の指でタッチしたまま斜めに開いたり閉じたりする
と、領域画像７２の大きさ、すなわち撮影者７１の大きさを変更することができる。領域
画像７２をＬＣＤ２４の表示画面の全体まで拡大すると、主被写体画像７３は領域画像７
２と入れ替わるように縮小されて、領域画像７２の隅に表示される。
【００６１】
　領域画像７２の位置及び大きさが決まったら、ＬＣＤ２４で主被写体画像７３を観察し
、所望のフレーミングやタイミングでシャッタボタン１６を深く押し下げる。これによっ
て、撮像部３１、３２が同時に駆動され、同じタイムコードが付与された各画像データが
画像メモリ４６，５２に記憶される。
【００６２】
　撮影者の画像データは、顔検出回路６３によって撮影者の顔が検出され、選択された切
り取りパターンに従って切り取られた後、この撮影者の顔画像の画像データと主被写体画
像の画像データとが画像合成回路５４に送られ、ＬＣＤ２４上で予め決められた位置及び
大きさで顔画像の画像データが主被写体画像の画像データに合成され、合成画像データが
生成される。この合成画像データは、一旦ＳＤＲＡＭ５５に保存されてから、メディアコ
ントローラ５７に送られ、圧縮されてから記録メディア５９に書き込まれる。
【００６３】
　動画ボタン２５を押圧して動画モードに設定してからシャッタボタン１６を押し下げれ
ば、所定の時間内での動画撮影を行なうことができる。動画撮影の可能な撮影時間は、画
像メモリ４６，５２の容量に依存する。この場合も、上述したような静止画撮影と同様に
、ＬＣＤ２４上で撮影者の顔領域の位置及び大きさを決めてから、本番の動画撮影を行な
うことができる。撮影された動画像は、例えばＭＰ４ファイルフォーマットで記録メディ
ア５９に記録される。
【００６４】
　記録メディア５９に書き込まれた静止画像や動画像を再生表示するには、再生ボタン２
７を押圧する。再生ボタン２７を押圧すると、これまで記録メディア５９に記録された各
画像のサムネイル画像がＬＣＤ２４に一覧表示されるので、再生表示したいサムネイル画
像をタッチすることにより、その原画像である静止画像や動画像がＬＣＤ２４の表示画面
一杯に再生表示される。
【００６５】
　副撮像ユニット１７を回動してレンズ鏡筒１８を、図２に示すように、レンズ鏡筒１２
と同様に、カメラ本体１１の前方へ向けることができる。これにより、レンズ鏡筒１８の
撮影レンズ５１は広角系の固定焦点レンズであり、レンズ鏡筒１２の撮影光学系は焦点距
離が可変のズームレンズであるから、レンズ鏡筒１２の撮影光学系の焦点距離をわざわざ
撮影レンズ５１の焦点距離と同じにしない限り、同じ被写体を異なる画角で同時に撮影す
ることができる。
【００６６】
　レンズ鏡筒１８がカメラ本体１１の前方に向けられたまま電源ボタン１５を押圧すると
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、レンズ鏡筒１８が撮影者側に向いているか、副撮像ユニット１７の位置がセンサやマイ
クロスイッチ等（図示せず）によりチェックされる。レンズ鏡筒１８が撮影者側に向いて
いない場合には、ＣＰＵ４５の指令によって、例えば「副撮像ユニットの向きを元の位置
に戻して下さい。」との警告文がＬＣＤ２４に表示され、副撮像ユニット１７の向きが直
されるまで、電源はオフにされない。副撮像ユニット１７の向きが直されると電源がオフ
になる。なお、副撮像ユニット１７の向きが直されると、ＣＰＵ４５の指令によって、Ｌ
ＣＤ２４に「電源を切れる状態になりました。再度、電源ボタンを押して下さい。」との
文言が表示され、再度、電源ボタンを押圧操作するようにしてもよい。
【００６７】
　なお、カメラ本体１１に副撮像ユニット１７を回転駆動する機構を設け、電源をオフに
する際の電源ボタン１５の押圧操作に応答して、レンズ鏡筒１８が撮影者側に向いていな
い場合には、レンズ鏡筒１８が撮影者側に向くように、自動的に副撮像ユニット１７が回
転されるようにしてもよい。
【００６８】
　以上説明した実施形態は、撮影者が使用不許可者と相違すると判定された場合、デジタ
ルカメラを電源オフにし、３回連続して同じ判定の場合に電源オフしてロック状態となる
ようにしたが、本発明はこれに限定されることなく、例えば２回連続した場合や１回目か
ら、電源オフしてロック状態になるようにしてもよい。
【００６９】
　上記実施形態では、特定の動作として、「顔の動作」の例を挙げたが、本発明はこれに
限定されることなく、例えば、「手の動作」を用いることもできる。この場合、グーでフ
ォーカスし、パーでシャッタレリーズしたり、また、指の数を３，２，１，と変化させる
と、次の瞬間にシャッタレリーズされるなど、あらかじめ登録された動作（グーやパーの
手画像など）が副撮像部により検出され一致した時に、予め登録された対応したシーケン
ス（フォーカスやシャッタレリーズなど）が実行されるようにしてもよい。
【００７０】
　上記実施形態では、撮像素子としてＣＭＯＳイメージセンサを用いたが、本発明はこれ
に限定されることなく、例えばＣＣＤイメージセンサを用いてもよい。なお、ＣＣＤイメ
ージセンサを用いた場合、光電変換した信号電荷の取り出し方法がＣＭＯＳイメージセン
サと異なるため、ＣＣＤイメージセンサに対応した回路（増幅回路等）が用いられる。
【００７１】
　上記実施形態では、副撮像ユニットをカメラ本体の上部に回動自在に配設したが、本発
明はこれに限定されることなく、例えば、副撮像ユニットを、撮影レンズがカメラ本体の
後方に常に向けられるように、カメラ本体の背面側に固定してもよい。
【００７２】
　上記実施形態では、本発明をデジタルカメラに適用した例であったが、本発明はこれに
限定されることなく、例えば、デジタルビデオカメラや携帯電話に適用することもできる
。デジタルビデオカメラに適用する場合、カメラ本体の側面に設けられた開閉式のＬＣＤ
パネルの端部に、上記副撮像ユニット１７をより小型化にして回動自在に設ければよい。
動作については、デジタルカメラ１０の動画モードと同様であるが、記録メディアとして
大容量の小型ハードディスクやメモリカードを用いることにより、長時間（例えば数時間
）の撮影を行なうことができる。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　デジタルカメラ
　１２，１８　レンズ鏡筒
　１７　副撮像ユニット
　２２　モード設定ボタン
　２４　ＬＣＤ
　３１　主撮像部
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　３２　副撮像部
　３６，４７　ＣＭＯＳイメージセンサ
　４５　ＣＰＵ
　４６，５２　画像メモリ
　５４　画像合成回路
　６３　顔検出回路
　６４　顔照合回路
　６６　切り取りパターン用メモリ
　６７　ＥＥＰＲＯＭ
　７１　撮影者
　７２　領域画像
　７３　主被写体画像

【図１】 【図２】
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